
鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会（平成２６年度第３回）議事要旨 

 

１．日 時 平成２７年１月１３日（火） １３：３０～１４：３０ 

２．場 所 鳥取市鍛冶町１８番地２ 

鳥取県東部広域行政管理組合事務局分庁舎２階会議室 

３．出席者 （委員） 

        道上会長、田中委員、米澤委員、竹本委員、房安委員、外池委員、 

小山委員、中村委員、手島委員、上山委員、芦谷委員 

      （事務局） 

        東田事務局長、松長次長、小清水課長補佐、稲村室長、金岡主任、高田主任 

４．審議事項 

(1) 一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の改訂(案)について 

５．議事録署名委員選出 外池委員、小山委員 

６．議事概要 以下のとおり（注：発言内容は一部要約して掲載しています） 

 

発言者 発言内容 

事務局 開会 

事務局長 あいさつ 

事務局 欠席委員の連絡 

会長 あいさつ 

事務局 ここからの進行を道上会長にお願いします。 

会長 議事録署名委員２名の指名をしたい。事務局案はあるか。 

事務局 今回の議事録署名委員を小山委員、外池委員にお願いしたい。 

両委員 はい。 
会長 小山委員と外池委員にお願いする。４番目の部会報告に入らせていただく。

まず、一般廃棄物ごみ処理基本計画の改訂についての審議結果を、部会長から

ご説明いただき、その後に事務局から補足説明をお願いする。 

部会長 一般廃棄物処理基本計画改訂部会の報告 

事務局 補足説明 

委員 改訂案５７ページそれから今日の資料１１ページの見解等で、熱エネルギー

として有効に活用していくという文言はあるが、結局燃やすという言葉は一つ

も入っていない。審議している委員の中では、熱エネルギーは燃やすというこ

とは分かっているが、一般の方が読んだとき、疑問に思うのではないか。これ

について、燃やして熱エネルギーとして有効に活用していく、という文言にし

てはどうか。皆さんの意見をお聞きしたい。 
会長 部会長どうですか。そういうことを我々は暗黙の了解として考えているわけ

だが、一般の人に分かりますか。 
部会長 そうですね。複雑ですね。住民の目線から見て。 



委員 ごみの持つエネルギーというのも、ちょっと分かりづらい気がする。燃やせ

ばエネルギーとして使えるというのは分かるが、それを一般の方はどう捉える

のだろうと思ったので。 
委員 だれが見てもよく分かるようにしていただいたら、ありがたい。 
会長 ただ、この案件については、まだこれから検討するということで、全部ここ

で決めてしまうということでは無い。我々の方向としては、出来るだけ燃やし

て熱エネルギーとして回収するのが、色んな意味でベターと考えていますが、

まだそれに対する意見もある。審議会では、こうしないといけないとは中々言

えないので、検討してくださいという趣旨です。 
事務局 今のご意見を審査会としての見解に加えるならば、プラスチックごみのうち

汚れたプラスチックごみについては、焼却することにより熱エネルギーとして

積極的に有効活用していく、ということでどうか。 
会長 附帯意見のところもありましたよね。 
事務局 附帯意見の一番下も同様。これは部会としての意見なので、審議会として、

焼却することにより熱エネルギーとして有効活用していくことを検討された

い、ということであれば対応は可能。部会長いかがか。 
部会長 今からでもできればお願いしたい。ただ、そこで言わなくても、今日の資料

２ページの本文の中で引き続き再利用できる古紙、汚れていない容器包装プラ

スチックの分別の徹底を書かれており、汚れたものは分けなくてもいいという

ようにも読める。 
事務局 その部分を受けて、検討していくものとします、としている。これは可燃物

処理施設の整備計画にも記載している。 
部会長 要は、パブリックコメントの意見に対して審議会の見解の部分を少し直すと

いうことで。 
事務局 答申については、部会からいただいた報告書を部会長から会長宛てに報告し

たが、今度はこれを審議会として管理者に宛てるという形になるので、審議会

の見解を踏まえて、その段階で一筆加わったということで問題は無い。 
会長 皆さん、そういうことでよろしいか。 
全員 了承 
会長 それではそのようにしてください。 
会長 では、この計画の改訂案について、基本的なところは皆さん大体ご存じだと

思うが、復習を含めてご説明をお願いしたい。例えば処理規模２４０トンや、

利用方法など、簡単でいいので。 
事務局 可燃物処理施設整備計画について説明 
会長 ありがとうございました。何かご質問やご意見があれば。 
委員 プラスチックの関係で、汚れたプラスチックの線引きが住民サイドは非常に

困ると思う。分別が始まったら。そこを上手く行政は住民の皆さんに説明をし

ていただかないといけないと思う。 



事務局 委員がおっしゃるとおり、紛らわしい部分だが、これは来年度からではなく、

新施設稼働からなので、１市４町担当課長会で十分に啓発の仕方等を練り、各

市町でそれぞれ住民の方に啓発をしていく予定である。なるべく分かりやすく

してきたいと考えている。 
会長 分かりやすく、且つ、ここに書いてあるように住民負担が起こらないように

して欲しい。そこが一番大事。区別の仕方は色々あるが、それより基本は、負

担を掛けないようにしようということ。汚れていなかったらプラスチックの中

に入れてもいいが、今の仕組みでは汚れたものはきれいに洗って出しなさいと

なっている。特に住民負担が大変だということで、それを皆さんがここで議論

したわけだから、是非その辺を含めていただきたい。定義の問題よりも、基本

が何かということをはっきりしてもらって、その辺をよろしくお願いしたい。

これからまだ数年ありそうなので議論していただきたい。それでは審議はこれ

で終了させていただく。６番目その他は何かあるか。 
事務局 可燃物処理施設建設経過及び環境関係イベントの案内 
会長 閉会 
 


